
固定資産の現所有者申告制度について（ご案内） 

 

固定資産税は，その年の１月１日（賦課期日）現在の所有者（登記名義人。未登記家屋の場合

は，課税台帳登載者。）に対して課税されます。 

固定資産（土地・家屋）の所有者が亡くなり，相続が発生してから相続登記等による名義変更

手続きが完了するまでの間は，主に相続人がその固定資産の「現所有者」となり，固定資産税の

納税義務者となります。 

現所有者の方には，現所有者の申告が義務づけられていますので，申告書のご提出をお願いし

ます。（地方税法第３８４条の３，矢掛町税条例第７４条の３） 

なお，現所有者（相続人等）が複数存在する場合は，全員に連帯納税義務があります。全員で

相談の上，現所有者の中から代表者を決めて申告していただくようお願いします。 

 なお，現所有者は通常は相続人であるため，「相続人代表者指定届 兼 現所有者申告書」による

届け出をお願いしています。別々に指定する場合は，ご相談ください。 

 

 

（イメージ） 

 Ａは，矢掛町内に土地・家屋を所有し，固定資産税（年税額１０万円）を納税していた。 

 Ａは，令和６年２月１日に死亡し，その相続人は子Ｂ及び子Ｃの２名であり，法定相続分によ

る相続を行った。（Ｂ，Ｃが 1/2 ずつ相続） 

 令和６年２月２０日に，矢掛町にＢを「相続人代表兼現所有者代表者」とする届出があった。 

 令和７年１月１日時点で，本件土地・家屋の相続登記手続きは行われていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面へ） 

R6 年度分 

賦課期日 

R6.1.1 

R6 年度分 

賦課決定日 

R6.5.17 

R7 年度分 

賦課期日 

R7.1.1 

R7 年度分 

賦課決定日 

R7.5.19 

納税義務者 

⇒Ａ 

（所有者） 

固定資産税 

令和 6 年度分 

Ｂあて 

納税通知書 

年税 5 万円 

Ｃあて 

納税通知書 

年税 5 万円 

納税義務者 

⇒Ｂ・Ｃ共有 

(現所有者) 

固定資産税 

令和 7 年度分 

Ｃ外１名 

納税通知書 

年税 10 万円 

Ｂ外１名 

納税通知書 

年税 10 万円 

納税義務承継 現所有者課税 

相続人代表者Ｂに 

ＢあてＣあての納税通知書(計 年税10万円)を

まとめて送付します。 

現所有者代表者Ｂに 

Ｂ外１名あての納税通知書(年税 10 万円)を

送付します。 

（代表者指定届がなかったら…） 

Ｂ，Ｃそれぞれに納税通知書(各々 年税 5万円)を

送付します。

 

（代表者申告がなかったら…） 

Ｂ・Ｃそれぞれ，又はＢ・Ｃどちらかを

町が指定し，納税通知書(年税 10万円)を

送付します。 

 

Ａ死亡 



【申告の期限】 

現所有者であることを知ってから３ヶ月以内 

 

 

【提出書類】 

 《提出が必要なもの》 

  ・相続人代表者指定届 兼 現所有者申告書 

  ・代表者の本人確認書類（免許証・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ等のコピー） 

《提出をお願いするもの》 

  ・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本（コピー可） 

   （被相続人の住所が矢掛町内の方は不要） 

・被相続人と相続人代表者兼現所有者代表者の続柄を確認できる戸籍謄本（コピー可） 

   （被相続人の住所が矢掛町内で，かつ，お亡くなりになった際に同一世帯の場合は不要） 

  ・（相続放棄した人がいる場合）相続放棄申述受理通知書（又は証明書） 

 

 

【提出先】 

矢掛町役場 税務課 

〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛 3018 番地 （郵送の場合，郵便料はご負担ください） 

 

 

【留意事項】 

・本申告は，固定資産税課税台帳上の所有者に関する申告であり，相続登記や相続税とは関係あ 

りません。不動産登記名義の変更には，法務局での手続きが別途必要です。 

・令和６年４月から相続登記が義務化されています。 

不動産を相続した方は，相続発生から３年以内に法務局で相続登記の手続きをお願いします。 

 相続登記が完了した後は，新しい所有者が納税義務者となります。 

・被相続人が亡くなってから３ヶ月以内に相続登記が完了する場合は，現所有者申告は必要あり 

ません。（相続人代表者指定届は提出する必要がある場合があります。） 

・相続放棄を希望する場合は，自己の相続が開始したことを知ってから３ヶ月以内に被相続人の 

最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立手続きを行う必要があります。 

相続放棄の手続きについては，管轄の家庭裁判所にお問合せください。 

なお，被相続人の最後の住所地が矢掛町の場合は，岡山家庭裁判所倉敷支部（倉敷市幸町 3-33） 

が管轄の家庭裁判所です。 

・被相続人が未登記の家屋を所有していた場合は，法務局で登記手続きをするか，矢掛町税務課 

に「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。 

・被相続人（亡くなった方）が口座振替を利用していた場合，振替口座の変更手続きをしてくだ 

さい。 

相続人代表者，現所有者代表者として申告した方が口座振替による納付を希望する場合は，振 

替口座の登録をお願いします。 

（対応可能金融機関）中国銀行，広島銀行，トマト銀行，晴れの国岡山農業共同組合，笠岡信 

用組合，ゆうちょ銀行 


